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東海市条例第１７号 

 

東海市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条

例 

 

 東海市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４４年東海市条例第４６

号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第３項中「通勤手当」の次に「、在宅勤務等手当」を加える。 

 第７条の次に次の１条を加える。 

（在宅勤務等手当） 

第７条の２ 在宅勤務等手当は、住居その他これに準ずる場所において、正規の勤務

時間の全部を勤務することを、管理者が定める期間以上の期間について１箇月当た

り平均１０日を超えて命ぜられた職員に対して支給する。 

 第２０条第１項中「第６条の２」の次に「、第７条の２」を加え、「並びに第１４条

から第１６条まで」を「、第１５条並びに第１６条」に改め、同条第２項中「、第１

７条及び第１９条」を「及び第１７条」に改め、「、第１９条ただし書中「期末手当及

び勤勉手当をそれぞれ」とあるのは「期末手当を」と」を削る。 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


